
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
八
年
四
月
五
日
提
出

質
問
第
二
〇
四
号

公
益
法
人
の
業
務
丸
投
げ
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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公
益
法
人
の
業
務
丸
投
げ
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
八
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

過
去
一
年
間
で
、
国
が
随
意
契
約
を
公
益
法
人
と
交
わ
し
た
事
例
で
、
当
該
公
益
法
人
が
当
該
業
務
の
す
べ
て
ま
た
は
そ

の
一
部
を
、
さ
ら
に
民
間
に
発
注
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
す
べ
て
お
示
し
願
い
た
い
。
随
意
契
約
の
内
容
・
金
額
・
理
由
・
時

期
・
国
の
発
注
者
が
公
益
法
人
の
民
間
へ
の
発
注
を
承
知
し
て
い
た
か
否
か
も
含
め
て
お
示
し
願
い
た
い
。

二

以
上
の
実
態
を
把
握
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
随
意
契
約
に
お
い
て
公
益
法
人
か
ら
民
間
へ
の
業
務
再
発
注
が
あ

り
、
発
注
者
側
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
問
題
と
考
え
る
の
か
否
か
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


